
 
 

 

当事業者の介護保険および医療保険に関する取り扱いは以下のとおりです 

 

営業日および営業時間  

月・火・水・金曜日   ・・・ 9時～19時 

木曜日          ・・・ 9時～18時 

土曜日             ・・・ 9時～16時 30分 

日・祝日            ・・・ 休み 

※なお緊急時は上記通りではありません。 

 

 

 

   

  

広島県知事指定介護保険事業所 

番号 第 3442740514号 

＜医療保険の方＞ 

１． 提供するサービスの種類 

在宅患者訪問薬剤管理指導 

２．在宅患者訪問薬剤管理指導料（1点 10円） 

   単一建物診療患者様が 1人の場合    650点 

   単一建物診療患者様が 2～9人の場合  320点 

   1及び 2以外の場合               290点 

在宅療養中で通院が困難な場合、調剤後ご自宅を訪問して薬剤服薬
の指導及び管理のお手伝いをすることができます。在宅での管理状況が
改善されれば中止可能ですので短期間のご利用もお勧めです。（担当医
師の了解と指示が必要です） 

＜介護保険の方＞ 

１．提供するサービスの種類  

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

２．利用料 

1割負担の方  単一建物居住者が 1人の場合      518円／回  

単一建物居住者が 2～9人の場合    379円／回  

単一建物居住者が 10人以上の場合  342円／回  

情報通信機器を用いた場合        46円／回 

2割負担の方  単一建物居住者が 1人の場合      1036円／回 

単一建物居住者が 2～9人の場合    758円／回  

単一建物居住者が 10人以上の場合  684円／回  

情報通信機器を用いた場合         92円／回  

※麻薬の薬剤管理を必要な方は、上記に 1割負担の方 100円、2割負担の方

200円が加算されます。 

在宅訪問を行っています 

 ナタリー店 

 2024年 7月 1日 


